冬期羽田-能登便利用促進事業
[bookmark: _Hlk213421448][bookmark: _Hlk213421350]「のと里山空港利用促進旅行ツアー報奨金」交付要綱

１　目　的
　　　この事業は、のと里山空港利用促進輪島市協議会（以下「協議会」という。）が、利用者が落ち込む冬期に旅行業者の企画力及び営業力を活用した羽田－能登便の旅行ツアー造成を促進し搭乗者を増やす取り組みとする。
旅行業者が造成する冬期の羽田－能登便を利用する魅力的な旅行ツアーの送客実績に対し、予算の範囲内で報奨金を交付することにより、のと里山空港（羽田－能登便）の搭乗者数の確保に努め、もって本市の活性化に寄与することを目的とする。

２　助成対象者
　旅行業者（旅行業法（昭和27年法律第２３９号）の規定により旅行業者登録簿に登録されている旅行業者をいう。）

３　対象期間（冬期）　　　　　　　　　
　　　令和７年１２月１日から令和８年３月３１日まで

４　助成の対象となるもの
　　　羽田-能登の定期便を利用し、以下の要件をすべて満たすものとする。
(1) 協議会会長が認めた旅行ツアーであること。
(2) 対象期間内に催行する羽田空港発を起点とする羽田－能登便の往復利用であること
(3) 輪島市内の宿泊施設に１泊以上宿泊すること
(4) 輪島市内の宿泊施設または飲食店、もしくは仕出し料理で１食以上を伴うこと

５　報奨金の額
	交付要件
	報奨金

	羽田－能登の定期便往復及び市内宿泊施設１泊以上かつ市内飲食店等で１食以上をされた旅行客１人あたり（※１）
	3,000円（※2）


※１　交付要件を満たす小人（12歳未満）及び添乗員の利用を含む。
※２　報奨金単価は不課税とする。

６　報奨金の交付申請
　　　旅行業者は、別記様式第１号により協議会に認定申請書を旅行ツアー募集等の１４日前までに協議会会長に提出するものとする。

７　報奨金の交付対象となる旅行ツアー認定決定
　　　協議会は、旅行業者からの報奨金認定申請を受け、当該報奨金交付事業の要件に適合すると認めた場合には、認定通知書（別記様式第２号）により旅行業者に通知するものとする。

８　実績報告
　　　旅行業者は、旅行ツアーの催行がすべて完了したときは、協議会に対し21日以内に、実績報告書（別記様式第３号）、その他協議会会長が必要と認める書類を添えて協議会会長に提出しなければならない。

９ 報奨金の額の確定
　　　協議会は、８により実績報告書の提出を受けた場合においては、書類等の審査を行い、審査後これを適正と認めたときは、交付すべき報奨金の額を確定し、確定通知書（別記様式第４号）により旅行業者に通知するものとする。

1０ 報奨金の交付
(1) 報奨金の支払は、９により交付すべき報奨金の額を確定した後にこれを行うものとする。
(2) 報奨金の交付を受けようとする旅行業者は、交付請求書（別記様式第５号）を協議会会長に提出しなければならない。
(3) 協議会は、前号に基づく適正な請求書を受理してから30日以内に、旅行業者が指定する金融機関に報奨金を振込むものとする。

１１　この要綱に定めるもののほか、報奨金の交付に関し必要な事項は、協議会会長が別に定める。

附　則
　    　　　この要綱は、令和７年１０月３１日から施行する。
